
�愛媛県告示第８０４号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８０５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県庁内ＬＡＮシステムサーバ機
器等の借入れ 一式

愛媛県企画振興部
地域振興局情報政
策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年６月６日
西日本電信電話株式会
社愛媛支店
愛媛県松山市一番町四
丁目３番地

２９，８２０，０００円
（月額） 一般競争入札 平成２４年４月１７日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県立今治病院 福 田 高 彦 今治市石井町４丁目５番５号 平成２４年
６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院 大 西 慶 生 東温市志津川 平成２４年

６月１日

じん臓・ぼうこう又は直腸機能
障害 泌 尿 器 科 愛媛県立新居浜病院 中 石 真 行 新居浜市本郷三丁目１番１号 平成２４年

６月１日

心 臓 ・ じ ん 臓 機 能 障 害 内 科 野口眼科・内科・循
環器内科 野 口 容 子 四国中央市曽根町１６７３－１ 平成２４年

６月１日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛 媛 労 災 病 院 藤 本 和 弘 新居浜市南小松原１３番２７号 平成２４年
６月１日

呼吸器・ぼうこう又は直腸機能
障害 外 科 愛 媛 労 災 病 院 原 田 剛 佑 新居浜市南小松原１３番２７号 平成２４年

６月１日

心 臓 機 能 障 害 心臓血管外科 社会福祉法人恩賜財
団済生会今治病院 毛 利 亮 今治市喜田村７丁目１番６号 平成２４年

６月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２３７８号 平成２４年６月１９日

平成２４年６月１９日火曜日 第２３７８号
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�愛媛県告示第８０６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西条市小松町大頭地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ほ場整備事業・大頭地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年６月２０日から７月１８日まで

３ 縦覧場所

西条市役所小松総合支所

�������
�愛媛県告示第８０７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、株式会社タニグチから次のとおり公共

測量が終了した旨の通知があった。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（土地区画整理事業に伴う基準点測量・出

来形確認測量）

２ 作業期間 平成２３年９月１３日から

平成２４年６月１日まで

３ 作業地域 松山市北条地域

�������
�愛媛県告示第８０８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西条市船屋土地改良区から次のとおり役員が就任した旨の届出があっ

た。

平成２４年６月１９日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 遊 口 登志男 西条市船屋甲３５８－２

監 事 坪 井 正 実 西条市船屋甲６２０－１

�愛媛県告示第８０９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

上分町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２４年６月１９日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２－１

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

〃 � 橋 一 夫 四国中央市上分町１２３９

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 篠 永 秀 範 四国中央市上分町１３

〃 桑 城 政 子 四国中央市上分町５０５

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 佐 藤 正 典 四国中央市妻鳥町２７３９－５

監 事 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 合 田 雅 彦 四国中央市上分町５３２－１

〃 安 部 清 一 四国中央市上分町１５０

〃 � 橋 一 夫 四国中央市上分町１２３９

〃 石 川 邦 彦 四国中央市上分町７２０

〃 薦 田 圭 吾 四国中央市上分町６５９－２

〃 � 橋 好 伸 四国中央市上分町４６７

〃 篠 永 薫 四国中央市上分町１３

〃 石 村 光 也 四国中央市上分町３４２－６

〃 仙 波 保 四国中央市上分町５５８－５

〃 片 山 虎 市 四国中央市妻鳥町２９７４－２

監 事 長 野 幹 男 四国中央市上分町９８－４

〃 佐 藤 保 之 四国中央市上分町１１９９－１

�愛媛県告示第８１０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第６６３０号 平成２４年
３月５日 藤元庭園 藤 元重 宇和島市大超寺奥乙４７－

２
平成２４年
５月１５日

土木工事業
造園工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１９）第６９７３号 平成１９年
１２月６日 徳工務店 宇都宮徳雄 北宇和郡鬼北町大字吉波

６９９
平成２４年
５月１７日 建築工事業 建設業の廃止

（特－２３）第４１７２号 平成２３年
８月３０日 （株）丸和組 宇都宮洋次 西予市宇和町明石１４８９ 平成２４年

５月３１日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
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�愛媛県告示第８１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第８１３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び西予市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２４年６月１９日

愛媛県八幡浜保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社 浅田組

愛媛県宇和島市寄松甲１５４番地

代表取締役 浅田 春雄

２ 事業場の名称及び所在地

俵津玉津トンネル建設工事

愛媛県西予市明浜町俵津１－２４５－１０

３ 特定施設に関する事項

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町樽見３５８番２から

同町樽見２６４番２まで

旧 ６．６～１８．０ ０．０４０

新 １１．２～１８．０ ０．０３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町樽見３５８番２から

同町樽見２６４番２まで
平成２４年６月２０日

特定施設の使用の季節的変動
の概要 なし

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４

最大 ３０

備考 バッチャープラント洗浄水は、濁水処理施設にて処理後、再利用する。

４ 汚水等の処理施設に関する事項

①処理施設１

設 置 年 月 日 ―

処 理 施 設 の 種 類 沈殿槽

処 理 施 設 の 型 式 沈殿槽

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第５５号 生コンクリート製造業の用に
供するバッチャープラント

特 定 施 設 の 能 力 ２５立方メートル毎時

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後、３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 間歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ４～５時間
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処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２４．８

最大 ４９９．２

通常 １２４．８

最大 ４９９．２

備考 沈殿槽にて処理したプラント洗浄水、坑内湧水、雨水及びトンネル掘
削使用水の処理を行い、特定施設及びトンネル坑内使用水として再利
用し、余剰水を放流する。

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．５～８．５

最大 ６．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２４．８

最大 ４９９．２

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦５．０００メートル 横１．３００メートル
高さ１．０００メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり１０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 自然沈降

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

通常 １０．０～１２．０

最大 １０．０～１２．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．０

最大 １０．０

通常 ５．０

最大 １０．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，０００

通常 ２５０

最大 ３００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ７．０

通常 ５．０

最大 ７．０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０７５

最大 １．０

通常 ０．０７５

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９２．２

最大 １１９．０

通常 ９２．２

最大 １１９．０

備考 沈殿槽で処理した汚水は、濁水処理施設にて処理する。

②処理施設２

設 置 年 月 日 ―

処 理 施 設 の 種 類 濁水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 スギジェット式シックナー

処 理 施 設 の 構 造 鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１１．５メートル 横６．２メートル
高さ２．４メートル（周辺設備を含む）

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり３０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿＋ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 なし
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�愛媛県告示第８１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第８１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年６月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町五十崎乙３５７番４から

同町五十崎甲１３１４番１まで

旧 ５．０～１４．９
及び

１５．０～４０．０

０．６１６
及び
０．１６０

新
５．０～１４．９
及び

１０．４～７１．２

０．６１６
及び
０．７４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
西予市野村町惣川１９２３番２から

同町惣川１９２０番２まで
平成２４年６月１９日

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月１日 特定非営利活動法人介護企画あ
き 白 神 敏 恵 松山市南江戸４丁目５番２５号 この法人は、身体障害者、高齢者に対して、ゆっ

たりとした環境の中、家庭的な雰囲気での生活
が送れるよう共同生活型介護システムの運営事
業と年齢を問わず社会との交流を必要とする人
や集団生活になじめない子供たちに対して勉学、
趣味生き甲斐等のサービスを提供する事業を行
い、もって福祉社会の増進と実現に寄与するこ
とを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年６月７日 特定非営利活動法人ぶうしすて
む 川 崎 壽 洋 松山市木屋町３丁目１２－７ 本法人は、障害を持つ人々が、精神的・社会的

に自立して、社会参加・就労できるようになる
ために、コンピュータやその周辺領域の知識や
技術を利用した仕事の開拓・研修・実習・実務
に関する事業を行うとともに、他の障害者支援
団体との交流事業を行うことで障害者の社会へ
の完全参加と自立に役立つことを目的とする。
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�愛媛県教育委員会告示第２号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２９条の規定による博物館に相当する施設として次のとおり指定した。

平成２４年６月１９日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

１ 設置者の名称

久万高原町

２ 名称

町立久万美術館

３ 所在地

上浮穴郡久万高原町菅生二番耕地１４４２番地７

４ 指定年月日

平成２４年６月８日

�愛媛県選挙管理委員会告示第２９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２４年６月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２４年６月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

教育委員会告示

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

後藤光雄後援会 高 橋 資 明 後 藤 節 子 四国中央市新宮町新瀬川２６５ 平成２４年５月８日

宮脇かおる後援会 岡 田 兼 藤 宮 脇 三起子 越智郡上島町岩城３１７５ 平成２４年５月１７日

石丸哲夫と語る会 石 丸 哲 夫 江 原 敬 治 松山市福角町甲６４３－５ 平成２４年５月１８日

渡部伸二を東温市議会へ送り出す会 國 元 雅 弘 野 中 玲 子 松山市松前町３－２－２ 平成２４年５月１８日

真鍋みきお後援会 真 鍋 幹 雄 真 鍋 智恵美 四国中央市土居町北野１４９９ 平成２４年５月２５日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党愛媛県東温市
第一支部 会 計 責 任 者 大 西 和 子 谷 本 訓 功 平成２４年５月１日 政党の支部

政治結社男塾 会 計 責 任 者 中 川 悟 樋 口 敏 幸 平成２４年５月１日

自由民主党新居浜支部 代 表 者 黒 川 洋 介 加 藤 喜三男 平成２４年５月７日 政党の支部

�須賀功後援会 代 表 者 牧 清 行 重 松 定 幸 平成２４年５月８日

政治結社男塾 会 計 責 任 者 影 内 輝 雄 中 川 悟 平成２４年５月１６日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３１号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２４年６月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

自由民主党愛媛県林材業
関係支部 代 表 者 高 山 康 人 岡 田 志 朗 平成２４年５月１７日 政党の支部

げんまさき後援会 政 治 団 体 の 名 称 げんまさき後援会 源正樹後援会 平成２４年５月２３日

主たる事務所の所在地 西予市宇和町卯之町四丁目４５６ 西予市宇和町卯之町五丁目３４９

自由民主党愛媛県新居浜
市第三支部 会 計 責 任 者 古 川 拓 哉 古 川 弥 生 平成２４年５月２４日 政党の支部

明恭会 会 計 責 任 者 佐々木 高 雄 安 村 弘 紀 平成２４年５月２８日

幸福実現党松山後援会 会 計 責 任 者 露 口 礼 子 檜 垣 雄 次 平成２４年５月２９日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

今治をほっとけない市民の会 鳥 井 洋 平成２４年３月３１日

平成２４年６月１９日 発行
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